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九州大学における入学料免除等に関する取扱規程

平成１６年度九大規程第１５７号

施 行：平成１７年 ３月３１日

最終改正：令和 ６年 ３月２９日

（令和５年度九大規程第１０９号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規則（平成１６年度九大規則

第１０１号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、入学料の免除及び徴収猶予の取

扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

（免除資格者）

第２条 入学料の免除を受けることができる学府に入学する者（聴講生、研究生等として入学す

る者を除く。以下「学府入学者」という。）は、経済的理由により入学料の納付が困難であり、

かつ、学業優秀と認められる者とする。

２ 前項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により、入学料の納付

が著しく困難であると認められる学府入学者は、入学料の免除を受けることができるものとす

る。

(1) 入学前１年以内において、学府入学者の学資を主として負担している者（以下「学資負担

者」という。）が死亡した場合又は学府入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け

た場合

(2) 前号に準ずる場合で、総長が相当と認める事由があるとき。

第３条 入学料の免除を受けることができる学部に入学する者（聴講生、研究生等として入学す

る者を除く。以下「学部入学者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する特別な事情に

より、入学料の納付が著しく困難であると認められる者とする。

(1) 入学前１年以内において、学部入学者の学資負担者が死亡した場合又は学部入学者若しく

は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合で、総長が相当と認める事由があるとき。

２ 前項に規定する者のほか、入学前又は入学後３月以内に独立行政法人日本学生支援機構（以

下「機構」という。）の学資支給金に申請し、機構から学資支給金の支給対象者として認定を

受けた者は、入学料の免除を受けることができるものとする。

（免除の申請）

第４条 入学料の免除を申請しようとする者は、入学手続の終了の日及び入学後の所定の期日ま

でに、別に定める書類を総長に提出しなければならない。ただし、学資負担者の死亡等特定の

事由により、入学後に第３条第２項に規定する者となった場合の入学料の免除に係る申請は、

別に定めるところによる。

（免除総額）

第５条 第２条及び第３条第１項に規定する学府入学者及び学部入学者に係る各年度における入

学料の免除総額は、役員会が決定した入学料の免除総額の範囲内で総長が決定する。

（免除額）

第６条 入学料の免除額は、納付すべき入学料の全額又は半額とする。ただし、第３条第２項に

規定する免除資格者の入学料の免除額は、機構が認定した学資支給金の支援区分に応じて、下

表のとおりとする。

支援区分 免除額

第Ⅰ区分 納付すべき入学料の全額

第Ⅱ区分 納付すべき入学料の３分の２の額

第Ⅲ区分 納付すべき入学料の３分の１の額
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第Ⅳ区分 納付すべき入学料の４分の１の額

（免除の許可等）

第７条 入学料の免除の許可は、第１１条第１項の選考を経て、総長が行う。

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第２項に規定する免除資格者の入学料の免除の許可は、前

条に規定する支援区分に応じて総長が行う。

３ 前２項の免除の許可が決定されるまでの間は、入学料の徴収を猶予する。

４ 免除を不許可とされた者及び入学料の一部免除の許可をされた者は、不許可又は免除の許可

を告知された日から起算して２０日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。

５ 第４条に定める各手続きを所定の期日までに完了しなかった場合又は当該手続き後に入学料

免除の申請を辞退する場合は、速やかに納付すべき入学料を納付しなければならない。

（徴収猶予資格者）

第８条 入学料の徴収猶予を受けることができる学府入学者又は学部入学者は、次の各号のいず

れかに該当すると認められる者とする。

(1) 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者

(2) 入学前１年以内において、学府入学者若しくは学部入学者の学資負担者が死亡した者又は

学府入学者、学部入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が困難

であると認められる者

(3) 前２号に準ずる者で、総長がやむを得ない事情があると認めるもの

（徴収猶予の申請）

第９条 入学料の徴収猶予を申請しようとする者は、入学手続の終了の日及び入学後の所定の期

日までに、別に定める書類を総長に提出しなければならない。

（徴収猶予の許可等）

第１０条 入学料の徴収猶予の許可は、第７条第１項の規定を準用する。

２ 徴収猶予の期間は、４月入学者にあっては当該年度の９月末日まで、１０月入学者にあって

は当該年度の２月末日までとする。

３ 第１項の徴収猶予の許可が決定されるまでの間は、入学料の徴収を猶予する。

４ 徴収猶予を不許可とされた者は、不許可を告知された日から起算して２０日以内に、納付す

べき入学料を納付しなければならない。

５ 前条に定める各手続きを所定の期日までに完了しなかった場合又は当該手続き後に徴収猶予

の申請を辞退する場合は、速やかに納付すべき入学料を納付しなければならない。

（選考方法等）

第１１条 第７条第１項及び第１０条第１項に規定する入学料の免除及び徴収猶予の許可を受け

る者の選考は、総長が申請者の家計状況及び学力を判定した上で行う。

２ 第２条第２項第２号、第３条第１項第２号及び第８条第３号に該当する者を選考する場合は、

あらかじめ、入学料の納付が困難な事情等の認定を行う。

３ 前項に規定する入学料の納付が困難な事情等の認定は、総長が行う。

４ 第１項に規定する家計状況及び学力の判定は、学生支援委員会が別に定めるところによる。

（死亡等による入学料免除等）

第１２条 第７条第３項、第１０条第２項及び第３項に規定する期間中に、申請者又は徴収猶予

の許可を受けている者が死亡したときは、未納の入学料の全額を免除する。

２ 第７条第４項及び第１０条第４項に規定する期間中に、入学料の免除若しくは徴収猶予を不

許可とされた者又は入学料の一部免除を許可とされた者が死亡したときは、未納の入学料の全

額を免除する。

３ 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者、入学料の一部の免除又は徴収猶予を許可と

された者及び第７条第５項又は第１０条第５項に該当する者が、納付すべき入学料を納付しな

いことにより除籍となるときは、未納の入学料の全額を免除する。

４ 前項の場合において、徴収を猶予した入学料に係る延滞金は、全額を免除することができる。
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（許可の取消し）

第１３条 入学料の免除（第７条第２項に基づき許可される免除を除く。以下本条において同じ。）

又は徴収猶予の許可を受けている者は、当該事由が消滅したときは、速やかに、その旨を学府

長又は学部長を経て総長に届け出なければならない。

２ 総長は、前項の届出があったときは、当該入学料の免除又は徴収猶予の許可を取り消すもの

とする。

３ 総長は、入学料の免除又は徴収猶予の許可を不正の方法で受けた者に対しては、当該免除又

は徴収猶予の許可を取り消すものとする。

附 則

この規程は、平成１７年３月３１日から施行し、平成１７年度入学者から適用する。

附 則（平成１７年度九大規程第８６号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第５３号）

この規程は、平成１９年１月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第１１４号）

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第６５号）

この規程は、平成２５年３月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第１１３号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第１２３号）

この規程は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第１８号）

この規程は、令和２年７月９日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

附 則（令和２年度九大規程第９４号）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和５年度九大規程第１０９号）

この規程は、令和６年４月１日から施行する。


